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地区委員とは
・各地区からの代表
　　　⇒班係の取りまとめ

・役員からの連絡を班係へ伝える

・「新入生保護者説明会」にて
　「通学班申込書」を受け取り、
　班係と連携し通学班名簿を提出

・転出入など異動時の援助

班係とは
・班の代表　⇒各世帯への連絡係

・地区委員と連携し通学班名簿を作成
　⇒新入生保護者へ連絡

・新通学班初登校日の見守り
　集合場所にて（３月４月１回ずつ）

・転入生へ集合場所等案内、LINE招待

【地区委員会の構成】
＊役員
・地区委員長：１名　　副委員長：３名
＊地区委員　・地区ごとに１名：計２２名
＊班係　通学班ごとに１名
　　　　　　　（地区委員と兼任可）

【任期】
＊役員：１２月引継ぎ会後から次年度３月末
＊地区委員・班係：３月通学班編制より１年間
（次年度 通学班名簿の作成は１月の
　　　　「新入生保護者説明会」後より開始）

保護者各位保護者各位保護者各位

地 区 委 員 会 の 活 動
地域社会との連携を図り、通学班編制・交通安全対策・地域防犯対策の
活動を行うことにより、児童を取り巻く環境をより良くします。

＊地区ごとの規定により、平等に選出 ＊全家庭が一度は班係を行うように
　平等に選出



パトロールについてパトロールについてパトロールについて

通学班登校について通学班登校について通学班登校について

地区委員会では、毎年４月に「地区委員だより」を発行してきました。
来年度からは、９月に発行する「地区委員・班係選出のお願い」にて、
地区委員会の活動内容・通学班のルール等を周知させていただきます。
よって「地区委員だより」の発行は今回で最後となります。
ご覧いただきありがとうございました。

地区委員として活動してみて

令和７年度　副委員長 令和７年度　地区委員
令和７年度　地区委員
　　兼　スクールガード

令和８年度　副委員長 令和７･８年度　地区委員長

自分の住んでいた環境では集団登校
の文化はなく、あえて、なぜ保護者
の仕事を増やすのだろうと否定的で
したが、いざ地区委員になると、
顔見知りも多く、相談できる環境も
あり、数年前に世話人をしていたと
きの地区委員に比べかなりお仕事も
縮小されている印象でした。

皆さん、ご自分のこどもだけでなく
７小全体を見守る姿勢があり、
その中の一員として活動できたこと

はよかったです。

地区委員会の役員は３年目になります。
ただただ目の前の作業に追われ、
いっぱいいっぱいだった１期目。
地区委員会の負担軽減を目標に、
委員長に立候補した２期目。

そして、３期目は来年度以降の役員・
地区委員が困ることのない体制を整えて

いきます！

役員になってみて、活動の全てが
児童の安全な登校の為に
あると知りました。

その為に必要な作業は大変なことも
ありますが、かなり負担軽減
されていると思いました。
保護者ひとりひとりが

まずは我が子の安全の為に動くことが
大切だと感じました。

地区委員会は大変だと耳にして
いたので、副委員長に決まったときは

「私に務まるのだろうか」と不安でしたが、
前役員の方々が地区委員会の負担を
減らすように業務を大きく見直してくだ
さったお陰で、無理することなく
楽しく活動しています。
１年間、子供たちのために

できる範囲で精一杯頑張ります！

通学班での登校は集団行動です。集合時間は必ず守ってください。
遅刻や欠席、通学班で登校しない場合はグループLINE等で連絡し、
連絡がギリギリになる場合は、欠席する児童の保護者が責任もって、
集合場所の班長に伝わるようにしてください。
班長は出発前に人数を確認し、低学年の歩調に合わせて歩きましょう。
班のみんなは、班長の指示に従い、間をあけずに一列で歩きましょう。

＊学校到着は８時以降になるようお願いします！＊学校到着は８時以降になるようお願いします！＊学校到着は８時以降になるようお願いします！

令和７年度より全保護者による防犯パトロールは廃止し、地区委員会によるパト
ロールへ変更しています。令和８年度は、地区委員長・副委員長１名・スクー
ルガード担当３名の計５名で、負担のない範囲でパトロールをしていきます。

スクールガードに選ばれたときは何をす
るのかドキドキしていましたが、月毎
に担当分けされた無理のない範囲での
パトロール活動がメインでした。

私は子どもの送り迎えのついでにパト
ロールをしましたが、何気なく送迎す
るよりも少し意識を変えるだけで、
地域全体の防犯につながるのではない

かと感じました。
地区委員・スクールガード任期を終え
ても「ながらパトロール」を心構えに
子どもたちの安全をささやかながら
見守っていきたいと思います。

令和７年度の
副委員長さん方、

地区委員・班係の皆さん
１年間おつかれさまでした。

保護者の皆さまも
いつもご協力

ありがとうございます

最後
に
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